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岸和田市情報公開条例の主な内容

（１） 「地方自治の本旨」、「市民の知る権利」及び「市の説明責任」を明記しました。

（２） 情報公開制度を実施する機関と行政文書の範囲を定めました。（条例第２条）

実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、消防長、議会

行政文書 決裁・供覧等の手続が終了した文書だけでなく、職務上作成又は取得し組織

的に用いる次のもの

（３） 請求権者の範囲を設けました。（条例第５条及び第 17条）

この情報公開制度が市民の市政に対する参加と監視の手段であり、制度の運用のため

の費用も市が負担する制度であることを考慮して、行政文書の公開を請求できるものは、

広い意味の市民（市内に住所をもつ狭義の市民に限らず、市になんらかの関わりを持つ

もの）と範囲を定めました。

もっとも、行政文書の公開を請求できるもの以外からの情報公開の申出であっても、

可能な限り、公開するように努めています。

公開を請求できるもの（公開請求権者）

① 市内に住所を有する者

② 市内の事務所又は事業所に勤務する者

③ 市内の学校に在学する者

④ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

⑤ 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

公開を請求できるもの以外のもの（公開申出者）

① 市外に住所を有する個人

② 市外に事務所又は事業所を有する法人その他の団体

（４） 情報は公開を原則とし、非公開事項を限定しました。（条例第７条及び第８条）

非公開情報は、必要最小限の範囲に限定し、非公開情報が記録されている場合を除き、

公開請求者に対し、請求された行政文書を公開しなければならないことを規定し、原則

公開の考え方を明確にしました。

（５） 公開請求の受付や公開の実施は、情報公開コーナーで行っています。

市が保有しているどんな情報でも、公開請求の受付や公開の実施は、情報公開コーナ

ーで行うことができます。なお、公開請求があったときは、請求書を受理した日から起

算して 15 日以内に公開・非公開を決定し、決定の結果は、通知書により公開請求者に通

知します。

第 1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり市民の知る権利を明らかにするとと

もに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層

の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責任を全うし、市民の行政に対

する理解と信頼を深め、市政の公正な運営及び透明性の確保と市民参加による行政

の一層の推進を図ることを目的とする。

文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をい

う。）
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個人情報の保護に関する法律の主な内容

個人情報(第 2条)

「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人識

別することができるもの」及び「個人識別符号(DNA、指紋などの身体の特徴を電子計算機の用

に供するために変換した符号)」をいいます。

保有の制限(第 61 条)

個人情報の保有は、「法令(条例を含む。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場

合」に限ることとされています。

利用目的の明示(第 62 条)

個人情報を本人から直接取得するときは、原則、あらかじめ利用目的を明示しなければなら

ないこととされています。

適正な取得(第 64 条)

偽りその他不正の手段によって個人情報を取得してはならないこととされています。

安全管理措置(第 66 条)

保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要

かつ適切な措置を講じなければならないこととされています。

利用・提供の制限(第 69 条)

法令に基づく場合を除き、原則として利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、

又は提供してはならないこととされています。

個人情報ファイル簿(第 75 条)

保有する個人情報ファイル（電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの・

氏名、生年月日などにより容易に検索できるように体系的に構成したもの）について、その名

称、利用目的、記録項目等を記載した「個人情報ファイル簿」を作成・公表することとされて

います。

開示請求権(第 76 条)

何人も、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

訂正請求権(第 90 条)

何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正を請求

することができます。(訂正すべき自己情報を特定するため、あらかじめ開示請求を行う必要が

あります。)

利用停止請求権(第 98 条)

何人も、自己を本人とする保有個人情報が規定に違反して保有、利用、提供されていると思

料するときは、利用停止を請求することができます。(利用停止すべき自己情報を特定するた

め、あらかじめ開示請求を行う必要があります。)

●開示等の請求や開示等の実施は、情報公開コーナーで行います。

開示等の請求方法は、所定の「開示等請求書」を本人、法定代理人又は任意代理人から情報公

開コーナーに提出していただきます。（電話やファクス、電子メールによる請求はできません。）

この時、本人確認書類（運転免許証、個人番号カード等）や、法定代理人又は任意代理人である

ことを証明する書面（戸籍謄（抄）本、委任状など）が必要です。なお、開示請求があったとき

は、開示請求があった日の翌日から起算して 30日以内に決定し、決定の結果は、通知書により開

示請求者に通知します。
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（参考）岸和田市自治基本条例（平成 17 年 8 月 1 日施行）との関わり

岸和田市では、平成 16 年 12 月に市の最高規範である「岸和田市自治基本条例」を制定し、そ

の理念にのっとり市政運営を行っています。情報公開及び個人情報保護についても以下のとおり

言及しています。

（１） 「市民」及び｢事業者｣の知る権利を明記しています。

（２） 情報の共有および個人情報の保護を明記しています。

第２章 市民及び事業者の権利及び責務

（市民の権利）

第４条 市民は、自己の責任において的確に判断できるよう、市政に関する情報

を知る権利及び市政に参画する権利を有する。

２ 前項に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重さ

れ、市民は、権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。

（市民の責務）

第５条 略

（事業者の権利）

第６条 事業者は、自己の責任において的確に判断できるよう、市政に関する情

報を知る権利を有する。

２ 前項に規定する事業者の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重さ

れ、事業者は、権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。

第７章 市政運営の原則

（情報の共有）

第21条 市は、市政に関する情報を積極的に提供することにより、市民との情報

の共有に努めなければならない。

（個人情報の保護）

第22条 市は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に定めると

ころにより、個人の権利利益を保護し、及び同法第60条第１項の保有個人情報

に関しては、厳重にこれを管理しなければならない。
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Ⅰ 令和７年度 情報公開制度の運用状況（令和７年４月～令和８年３月）

１ 公開請求及び申出の件数

（１）公開請求の内訳（条例第 5条）

（２）公開申出の内訳（条例第 17条）

２ 公開請求及び公開申出の実施機関別処理状況【（ ）内の数字は申出件数】

公開請求 公開申出 合 計

令和７年度 77 66 143

件 件 件

区 分 人数 件数

市内に住所を有する者 35 67

市内の事務所又は事業所に勤務する者 1 1

市内の学校に在学する者 0 0

市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 6 6

市の行政に利害関係を有するもの 3 3

合 計 45 77

区 分 人数 件数

市外に住所を有する個人 11 12

市外に住所を有する法人 42 54

合 計 53 66

実 施 機 関

(

公
開
申
出
件
数)

公
開
請
求
件
数

処 理 状 況（単位：件）

全

部

公

開

部

分

公

開

非

公

開

存
否
不
応
答

文
書
不
存
在

請

求

取

下

適

用

外

等

市 長 68(53) 23(14) 25(27) 0(3) 14(4) 6(5)

教 育 委 員 会 4(6) 2(3) 1(2) 0(1) 1(0)

選挙管理委員会 0(2) 0(1) 0(1)

公 平 委 員 会

監 査 委 員

農 業 委 員 会 1(1) 1(1)

固定資産評価審査委員会

消 防 長 0(3) 0(3)

議 会 4(1) 3(1) 1(0)

合 計 77(66) 29(23) 26(30) 0(3) 0(1) 15(4) 7(5)
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３ 情報公開請求及び公開申出の内容と処理状況

（１）令和７年度情報公開請求の内容等

№
受付日

決定日
担当課 請求された情報の件名又は内容 処理状況

適用

条項

審査

請求
備考

1
7.4.1

7.4.8

下水道河川整

備課

令和 5年管路施設点検業務委託積算

の基準及び予定価格算出の根拠各項

目の設計金額

部分公開 8-2-3

2
7.4.28

7.5.9

議会事務局総

務課

幹事長会における「市長倫理条例」

についての発言記録
公開

3
7.5.9

7.5.22
秘書課

「夜桜ランタンフェス 2025」に関す

る岸和田市の後援承認、コンプライ

アンス対応及び外部指摘への対応等

に係る一切の文書

部分公開
8-1-1

8-2-1

審査

請求

4
7.5.27

7.6.9

①企画課

②人事課

事務分掌、事務事業・担当別工数表、

職務専念義務の意義・運用の詳細がわ

かるもの その他

①②公開

②不存在

5
7.6.19

7.7.3
総務管財課

2023 年 4 月 15 日開催を主体とする

フタツ池及びクズ池売却に関する財

産区協議会、三田町総会、水利組合

等の議事録と関係書類

部分公開
8-1-1

8-2-1

6
7.6.20

7.7.3

①総務管財課

②建設管理課

①池の売却に係る水利・実行組合、

町総会、財産区協議会議事録一切の

書類過去 3年分 ②溝等へのグレー

チング設置に際し水利組合許可を得

ていることを証明する書類が含まれ

る一切の資料 3年分

部分公開
8-1-1

8-2-1

7 7.6.25 固定資産税課

固定資産税課過去 5年間の管理担当

3名の①事務分掌②事務事業・担当

別工数表③時間外勤務【計画書・命

令書・実施報告書】

取り下げ

8 7.6.27 固定資産税課
固定資産税課就業状態①NO.1②NO.2

③NO.3 の内容を確認できるもの
取り下げ

9
7.6.27

7.7.11

議会事務局総

務課

岸和田市議会幹事長会議事録 2024

年 5 月 9 日～5月 17 日
公開

10
7.7.2

7.7.7
市民課

岸和田市西之内町 12-23 の住居表示

台帳の写し 市発行が確認できるも

の

部分公開 8-1-1

11
7.7.7

7.7.17
文化国際課

浪切ホール現指定管理者の指定管理

応募申請書類一式
部分公開 8-2-1

12
7.7.15

7.7.22
固定資産税課

過去 5年間の固定資産税課課長及び

管理担当者 3名の①事務分掌②事務

事業・担当別工数表

公開

不存在

13
7.8.8

7.9.5
郷土文化課

だんぢり修理等、文化庁地域文化財

総合活用推進事業にかかる見積り書

類（合い見積もり分）保存分すべて

部分公開
8-1-1

8-2-1



6

№
受付日

決定日
担当課 請求された情報の件名又は内容 処理状況

適用

条項

審査

請求
備考

14
7.8.12

7.8.18
広報広聴課

災害発生時における議員等による問

合わせがあったことがわかるもの
不存在

15
7.8.18

7.8.22
広報広聴課

令和 7年度岸和田市イメージアップ

事業業務委託のプロポーザル参加企

業（株式会社新通）から提出された

提案書及び見積書、採点表

部分公開

8-1-1

8-2-1

8-2-3

16 7.9.4
議会事務局総

務課

9月 2 日事業常任委員会後の委員会

協議の内容がわかるもの
取り下げ

17
7.9.8

7.9.16

議会事務局総

務課

9月 2 日事業常任委員会後の委員会

協議発言内容
公開

18
7.9.11

7.9.24
人事課

一般事務嘱託員、一般事務アルバイ

ト、キャリアリターン採用に関する

内容の詳細がわかるもの

部分公開

不存在
8-2-3

19
7.9.12

7.9.26

農業委員会事

務局

農業委員らが提出した視察報告書、

視察希望先の要望がわかるもの、そ

の他農業委員らが市に提出したレポ

ート類一切

公開

20
7.9.12

7.9.26

①生活福祉課

②広域事業者

指導課

生活福祉課、広域事業者指導課にお

ける政治家又は町会長など職員に対

して職権を示すことのできる者の申

請や相談同行などの記録一切

部分公開

①②8-

1-1

①8-2-3

21
7.9.16

7.9.26
生涯学習課

補助金交付手続きの為に提出されて

いる 7団体の 2024 年度の決算書

公開

部分公開

不存在

8-1-1

22
7.9.18

7.10.2

廃棄物対策

課、納税課、

市民税課、固

定資産税課

家庭ごみについて、各種税金の課

税・滞納処分等について

公開

不存在

23
7.9.22

7.10.6
契約検査課

平成 27 年～令和元年の入札・契約結

果情報
部分公開

8-1-1

8-2-3

24 7.9.25 契約検査課

2023 年 4 月 1 日に契約検査課から公

表された工事請負契約に係る競争入

札の最低制限価格の基準の、改定前

の情報

取り下げ

25
7.9.25

7.10.9

①公共建築マ

ネジメント

課、②道路整

備課、③広域

事業医者指導

課、④自治振

興課、⑤行財

政改革課、⑥

総務管財課、

⑦公園緑地

R6 年実施の通常事務評価シートの詳

細がわかるもの

①～⑩公開

①②不存在
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№
受付日

決定日
担当課 請求された情報の件名又は内容 処理状況

適用

条項

審査

請求
備考

課、⑧危機管

理課、⑨人事

課、⑩障害者

支援課

26
7.9.29

7.10.6
人事課

平成 28 年度～令和 7年度に実施した

岸和田市職員採用試験のうち、障害

者対象区分について、精神障害者保

健福祉手帳 3級の受験者・合格者・

採用者に関する集計が記載された文

書

不存在

27
7.10.7

7.10.17
廃棄物対策課一般家庭ごみ収集運搬委託料の推移

公開

不存在

28
7.10.9

7.10.22

①総務管財

課、②観光課

祭礼に関する苦情（音声データを含

む）

①公開

②部分公開
8-1-1

29 7.10.14
広域事業者指

導課

R7.6 月に○○○○○と○○○○が広

域事業者指導課に提出した上申書及

び添付された役員名簿

取り下げ

30
7.10.30

7.11.19
観光課

岸和田城、二の丸広場観光交流セン

ター、だんじり会館、市営駐車場の

R4～6 の事業報告書一式、各施設の

指定管理公募時の企画提案書、収支

計画書、管理体制計画書

部分公開
8-1-1

8-2-1

31 7.11.7 環境保全課

11/7 開催の岸和田市環境影響評価専

門委員会の①環境農林水産部長の挨

拶文②傍聴者に配布された忠岡エコ

サービスの図書

取り下げ

32
7.11.13

7.11.21

公共建築マネ

ジメント課

R7 年度岸和田だんじり会館外 1館電

灯設備改修工事の金入設計書
部分公開 8-2-3

33
7.12.1

7.12.5
広報広聴課

田治米団地の R5 年度・R6 年度の広

報配付手数料
部分公開

8-1-1

8-2-1

34
7.12.25

8.1.8
自治振興課

R7 年度クラウドファンディングによ

る市民活動団体応援事業のうち「人

と猫が共生するための地域猫活動応

援プロジェクト」に関する文書

部分開示
8-1-1

8-2-1

35
8.1.9

8.1.22
生涯学習課

R7.11.21 の岸和田市公共施設予約シ

ステム導入・運用業務委託公募型プ

ロポーザルにおける採択結果

公開

36
8.1.28

8.2.6

下水道河川整

備課

R7.8.25 入開札の「管路施設点検検

査業務」の金入り設計書
部分公開 8-2-3

37
8.1.30

8.2.26
公園緑地課

直近から 2017 年までの南公園の指定

管理の内容、仕様書等契約に係る全

て（小体育館、駐車スペースの利用

時間必須）

部分公開

不存在
8-2-1

審査

請求

38 8.2.12 ①介護保険課事業者の見積書①介護保険システム ①③公開 8-1-1
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№
受付日

決定日
担当課 請求された情報の件名又は内容 処理状況

適用

条項

審査

請求
備考

8.2.16 ②生活福祉課

③福祉政策課

運用事業②生活保護システム委託料

③窓口業務コールセンター等包括委

託料

②部分公開 8-2-1

39
8.2.12

8.2.16
危機管理課

避難行動要支援システム導入・保守業

務委託料に係る事業者の見積書
公開

40
8.2.13

8.2.24

こども園推進

課

「幼保連携型認定こども園（市立大

宮保育所隣地）設置運営事業者募

集」の①プレゼンテーションに係る

審査関係文書②施設整備計画および

建築費評価関係文書③最終決定過程

に係る文書

部分公開
8-2-1

8-2-3

41
8.2.16

8.2.19
広報広聴課

見積合わせ「岸和田シティセールス

推進事業効果測定委託業務」にて採

用された見積書

部分公開
8-1-1

8-2-1

42
8.2.26

8.3.11
契約検査課

①議案第 14 号②議案第 15 号の工事

請負契約について入札単価と数量及

び契約監査課の最低制限価格の単価

と数量

部分公開

不存在
8-2-1

43
8.3.9

8.3.23

下水道河川整

備課

五軒屋町 298 番 3前の水路について

2024 年 3 月 14 日前後の工事に係る

記録

部分公開
8-1-1

8-2-1

44 8.3.26 公園緑地課

R8.4.1～R13.3.31 の岸和田市中央公

園・浜工業公園・南公園・野田公

園・牛ノ口公園、岸和田市総合体育

館、岸和田市立中央体育館及び岸和

田市立運動広場等の指定管理者公募

による指定管理者選定者、提出書類

一式

取り下げ

45
8.3.27

8.3.31
総務管財課

3月 14 日の警備室における職員以外

の入退室記録
公開
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（２）令和７年度情報公開申出の内容等

№ 受付日 担当課 申出された情報の件名又は内容 処理状況
適用

条項
備考

1 7.4.3 市民課
R7.1.1～R7.3.31 に付番された住居表示台

帳及び付番された年月日がわかるもの
部分公開 8-1-1

2 7.4.8 環境保全課
令和 6年度簡易専用水道給水開始届、変更

届、廃止届
公開

3 7.5.23 障害者支援課

去年「光生療護園」で職員が逮捕され有罪

が確定した事件に関する調査内容および調

査結果に関する資料一式

部分公開

8-1-1

8-2-1

8-2-3

8-2-4

4 7.5.23 教育総務課

岸和田市立中学校の郵便番号、住所、電話

番号、教員の氏名・職名、教科、岸和田市

教育研究会の名簿

公開

5 7.5.27 公園緑地課
公園・児童遊園等及び運動広場指定管理に

関する資料
部分公開 8-2-1

6 7.5.29

子育て施設課、文

化国際課、廃棄物

対策課、住宅政策

課、交通まちづく

り課、建設管理

課、公園緑地課、

学校管理課、生涯

学習課、郷土文化

課

市長または教育委員会が契約者となる保険

料が 3万円以上の損害保険証券
部分公開

8-1-1

8-2-1

7 7.5.29

企画、秘書、広報

広聴、総務管財、

庁舎建設準備、契

約検査、人事、Ｉ

Ｔ推進、行財政改

改革、市民税、固

定資産税、納税、

市民、市民センタ

ー、人権男女共同

参画、健康推進、

健康保険、危機管

理、福祉政策、広

域事業者指導、生

活福祉、介護保

険、子育て支援、

こども園推進、産

業政策、観光、文

化国際、環境保

全、廃棄物対策、

農林水産、都市計

画、住宅政策、都

市整備、交通まち

2021 年度から 2024 年度に入札で発注した

工事、工事関連委託業務 2019 年度から

2024 年度に発注した契約のうち工事及び工

事関連委託業務以外の契約

公開
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№ 受付日 担当課 申出された情報の件名又は内容 処理状況
適用

条項
備考

づくり、建設管

理、道路整備、公

共建築マネジメン

ト、公園緑地、下

水道河川整備、公

営競技事業所、経

営管理、教育総

務、学校管理、産

業高校、学校教

育、人権教育、生

涯学習、スポーツ

振興、郷土文化、

図書館、選挙管理

委員会、農業委員

会、消防総務、警

備、救急、議会事

務局総務課

8 7.6.6
消防本部総務

課

消防法施工令別表第一に該当する防火対象

物の所在地、対象物名称、用途の情報
公開

9 7.6.12
道路整備課

農林水産課

船津橋蛸地蔵線舗装工事、区画整理南部 8

号線歩車道改良工事、市内一円道路修繕工

事、令和７年度久米田池トリムコース舗装

修繕工事

部分公開 8-2-3

10 7.6.13 道路整備課
並松上松線道路舗装工事（2024.7.19 開

札）の金入り設計書
部分公開 8-2-3

11 7.6.13 道路整備課
畑町 14 号線道路改良工事（2024.7.19 開

札）の金入り設計書
部分公開 8-2-3

12 7.6.18 学校教育課

令和 4年度岸和田市水泳指導業務委託事業

（山滝中校区）の落札単価や事業計画書な

どの落札詳細情報

部分公開
8-2-1

8-2-3

13 7.6.26
庁舎建設準備

課

令和 2年度に実施した市庁舎建て替えの設

計プロポーザルに関する募集要項や結果、

仮契約など全ての資料。令和 2年度の上記

プロポーザルで市が 2つの共同企業体を失

格にした経緯や理由がわかる全ての資料

取り下げ

14 7.6.26 下水道施設課
下水道に接続している岸和田市内の特定事

業場の一覧
公開

15 7.6.30
選挙管理委員

会

令和 5年執行の大阪府知事選挙・大阪府議

会議員選挙に関するポスター掲示・設置及

び撤去業務に関する契約書、仕様書、契約

変更書、業務委託変更理由・変更の仕様書

部分公開 8-2-1

16 7.7.4 市民課

令和 7年 4 月 1 日～令和 7年 6月 30 日に付

番された住居表示台帳及び付番された年月

日がわかるもの

部分公開 8-1-1
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№ 受付日 担当課 申出された情報の件名又は内容 処理状況
適用

条項
備考

17 7.7.8 総務管財課 市道路線の共用開始告示 公開

18 7.7.9 産業政策課

本日までに事業者から提出のあった工場立

地法、第六条に基づく特定工場の新設に係

る届出書

部分公開
8-1-1

8-2-1

19 7.7.11 環境保全課

水質汚染防止法、瀬戸内海環境保全特別措

置法、大阪府生活環境の保全等に関する条

例に基づく特定施設届出一覧（最新版）

公開

20 7.7.11 下水道施設課

下水道法に基づく特定事業場名簿（R7.3.31

時点）の事業場名、所在地、業種名、特定

施設、有害物質

公開

21 7.7.18 市民課
最新の住居表示台帳（住居番号がわかるも

の） 131 街区分
部分公開 8-1-1

22 欠番

23 7.7.24 公園緑地課

岸和田市中央公園等及び体育館・運動広場

等指定管理者募集における現指定管理者の

事業報告書及び収支報告書（令和 4,5,6 年

度分）

取り下げ

24 7.7.25
公共建設マネ

ジメント課

（仮称）市立旭・太田認定こども園新築工

事（建築）令和 6年 5 月 15 日開札の金入り

設計書

部分公開 8-2-3

25 7.7.31 道路整備課

令和 7年度発注の「摩湯寺田線道路舗装工

事」で使用された「道路打換（舗装打換）

一連」歩掛について

取り下げ

26 7.8.6
下水道河水総

務課

令和 7年 5 月 14 日に公告された岸和田市ウ

ォーターPPP 導入可能性調査業務委託にて

特定された企業が提出した企画提案書他資

料一式

部分公開
8-1-1

8-2-1

27 7.8.25 固定資産税課

固定資産評価基準の具体的な取り扱いを示

した自治体独自の取扱要領 ①土地評価事

務取扱要領 ②家屋評価事務取扱要領

公開

28 7.9.5
公共建築マネ

ジメント課

R3.8.18 入札の岸和田競輪場施設整備工事

（建築その 3）の施行体系図
取り下げ

29 7.9.8
公共建築マネ

ジメント課

H30.2 月～R7.2 月 矢野建設株式会社が関

わる公共工事入札（競争入札）の施行体系

図、工事請負契約書、入札調書、入札書

①部分公

開

②非公開

8-1-1

8-2-1

②8-2-

4

30 7.9.8
公共建築マネ

ジメント課

岸和田競輪場施設整備工事（建築その１）

契約書、入札関係、発注時設計書、施行体

系図

①部分公

開

②非公開

①8-1-

1

②8-2-

4

31 7.9.10 市民課

住居表示台帳の写し 作才町一丁目 2359 番

地 1、2359 番地 4、2350 番地 3、2359 番地

5、作才町 302 番地 5

公開

32 7.9.11 公共建築マネ R3年 3～5月の市長と公共建築マネジメント 不存在
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№ 受付日 担当課 申出された情報の件名又は内容 処理状況
適用

条項
備考

ジメント課

契約検査課

課あるいは契約検査課工事担当とのやりと

りの文書・電子のすべて

33 7.9.16 学校教育課
R6年度全国学力・学習状況調査（中学生）

の設問 4における貴市の選択割合
公開

34 7.9.16 固定資産税課

最新（R7年度）、過去 5年度分の①地番参

考図 SHAPE ファイル②路線価を含む路線価

図 SHAPE ファイル

公開

不存在

35 7.9.17 産業政策課

大規模小売店舗立地法第 5条第 1項に基づ

く新設届出書（仮称）東岸和田駅西口商業

施設分

公開

36 7.9.18
公共建築マネ

ジメント課

岸和田競輪場移設整備工事（電気その 1、

空調その 1、衛生その 1、解体その 1、建築

その 1）の入札結果に関する文書

①部分公

開

②非公開

8-1-1

8-2-1

②8-2-

4

37 7.9.24 観光課

R2年 10 月公募開始の元睦会館の民間活用

について、事業者選定の経緯がわかる資料

一式。元睦会館について、岸和田グランド

ホールとの契約内容や土地の貸し出しに関

する資料一式

部分公開

8-1-1

8-2-1

8-2-3

38 7.9.25 行財政改革課
H30 年に行われた指定管理者候補者選定結

果に関する資料
公開

39 7.10.2

企画課

医療マネジメ

ント課

①2020 年 9 月、X モバイルが市にルーター

等の寄贈に係る決裁文書、当時の市長や担

当者のメール等を含む事業の交渉記録等資

料②2024 年 8 月、Xモバイルとの包括連携

協定締結に係る決裁文書、当時の市長や担

当者のメール等交渉記録

公開

40 7.10.28 下水道施設課

R4磯ノ上下水ポンプ場 2号雨水ポンプ更新

工事、R3下野町下水ポンプ場機械電気設備

更新工事の施行体系図

部分公開 8-1-1

41 7.10.30 市民課
R7.7.1～9.30 に附番された住居表示台帳及

び附番された年月日がわかるもの
部分公開 8-1-1

42 7.11.12 健康推進課

新型コロナワクチンが接種された年月日か

ら本開示請求までにおける接種者、未接種

者のすべての生年月日、性別、死亡日、転

出日、転入日、接種日とロット番号、メー

カー、接種回数

部分公開 8-1-1

43 7.11.17 学校教育課

市立○○○小学校の○○○○さんに対する

体罰問題について調査の詳細がわかるも

の、担任、校長への聞き取り内容のわかる

資料一式

存否不応

答

44 7.11.17 産業政策課

大規模小売店舗立地法附則第 5条第 1項に

基づく届出書（ロイヤルホームセンター

分）、大規模小売店舗立地法第 11 条第 3項

部分公開
8-1-1

8-2-1
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※ 適用条項について－条例８条（公開してはならない行政文書、公開しないことができる行政

文書）

・８－１－１（第８条第１項第１号）・・・個人情報

個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個

人を識別され得るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ

り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

・８－２－１（第８条第２項第１号）・・・法人等情報

法人その他の団体（国及び地方公共団体その他の公共団体（以下「国等」という。）を除く。

以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

次に掲げるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生

命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報を除く。

ア 公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営

№ 受付日 担当課 申出された情報の件名又は内容 処理状況
適用

条項
備考

に基づく承継届出書（業務スーパー岸和田

今木店分）、大規模小売店舗立地法第 6条第

1 項に基づく変更届出書（業務スーパー岸

和田今木店分）

45 7.12.5 市民税課

岸和田たばこ商業協同組合及び非組合員へ

の市たばこ税の税収確保を目的とした携帯

灰皿及びポケットティッシュの現物給付に

係る文書及び組合及び非組合員からの報告

に係る文書

部分公開
8-1-1

8-2-1

46 8.1.5 公園緑地課

R7.7.8 より公募開始された岸和田市中央公

園等及び体育館・運動広場等指定管理者公

募における選定事業者（きしわだホッとパ

ークパートナーズ）提出の申請書類

部分公開
8-1-1

8-2-1

47 8.1.9 市民課 203 街区の住居表示台帳 部分公開 8-1-1

48 8.1.15 市民課
R7.10.1～R7.12.31に付番された住居表示台

帳及び付番された年月日がわかるもの
部分公開 8-1-1

49 8.1.16
公共建築マネ

ジメント課

R7年度岸和田だんじり会館外１館電灯設備

改修工事の金入り設計書
取り下げ

50 8.2.16
下水道河川整

備課

公共下水道台帳で示されている南上町 1丁

目地内の本管情報で H2 に施工された工事名

称、工期、契約金額、受注者名が記載され

た書面、工事内容、工事設計書など

部分公開 8-1-1

51 8.2.16 環境保全課 隊汚染防止法におけるばい煙発生施設一覧 公開

52 8.2.24 予防課

岸和田市が管轄する危険物施設のうち、灯

油・軽油・重油を貯蔵又は取り扱う施設の

情報

公開

53 8.3.24 道路整備課
畑町 2丁目の雨水管敷設工事における日の

出産業株式会社の情報
不存在

54 8.3.25 環境保全課

①専用水道施設台帳及び特設水道施設台帳

（井戸利用施設）②同上施設の井戸原水水

質分析表及び井戸柱状図

部分公開
8-1-1

8-2-1
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上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められる情報

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件の下に、任意に提供された情報で、法人

等又は個人における通例として公にしないこととされているものであって、当該情報の

提供者の承諾なく公開することにより当該情報の提供者との協力関係又は信頼関係が損

なわれると認められ、かつ、その情報の内容が公にしないことが真に妥当であると認め

られるもの

・８－２－２（第８条第２項第２号）・・・意思形成過程情報

市の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公にする

ことにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、市民

の正確な理解を妨げることなどにより、不当に市民の生活に支障を及ぼすおそれ又は特定の

ものに不当に利益を与え、若しくは不利益及ぼすおそれのあるもの

・８－２－３（第８条第２項第３号）・・・事務事業執行情報

市の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、

渉外、争訟等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務

の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼす

おそれのあるもの

・８－２－４（第８条第２項第４号）・・・公共安全情報

公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
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Ⅱ 令和７年度 個人情報保護制度の運用状況（令和７年４月～令和８年３月）

１ 開示請求等の件数

２ 開示等の請求者の内訳

３ 開示請求の実施機関別処理状況 （単位：件）

開示請求 訂正請求 利用停止等請求 合 計

令和７年度
103 0 0 103

件 件 件 件

区 分 開示請求 訂正請求 利用停止等請求 合 計

本人 74 － － 74

法定代理人 5 5

任意代理人 15 － － 15

実 施 機 関

開
示
請
求
の
件
数

処 理 状 況

開

示

部

分

開

示

不

開

示

存
否
応
答

拒
否

不

存

在

請
求
取
下
他

市 長 103 26 58 1 4 10 4

教 育 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

公 平 委 員 会

監 査 委 員

農 業 委 員 会

固定資産評価審査委員会

消 防 長

議 会

合 計 103 26 58 1 4 10 4
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４ 開示請求等の内容と処理状況

№
受付日

決定日

請求者

の区分
担当課 請求された情報の件名又は内容 処理状況

適用

条項

審査

請求
備考

1
7.4.1

7.4.15

任意代理

人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 取下げ

2
7.4.2

7.4.25
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示

78-1-2

78-1-3

3
7.4.8

7.5.1

法定代理

人

市民課、子育

て支援課、子

ども家庭課、

健康推進課

○○○○・○○の令和 7年 2 月

27 日～現在の転入、転出、病

院の通院、児童発達支援、保健

センター、予防接種、乳幼児健

康診断などに関する記録

存否応答拒

否

4
7.4.15

7.4.25
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

5
7.4.28

7.5.16
本人 障害者支援課

障害者手帳を申請した時に提出

した診断書の写し
開示

6
7.5.14

7.5.28
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

7
7.5.16

7.6.10
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

8
7.5.19

7.6.10
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

9
7.5.27

7.6.18
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

10
7.5.27

7.6.10
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

11
7.6.2

7.6.9
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

12
7.6.10

7.6.19
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

13
7.6.12

7.6.20
本人 市民課

戸籍関係証明書等交付申請書の

写し R7.6.3 交付分
部分開示

78-1-2

78-1-3

14
7.6.13

7.7.9
本人 障害者支援課

令和 7年 5 月 28 日付介護給付

費支給決定に至る過程や岸和田

市が作成、収集した資料一切

部分開示
78-1-2

78-1-6

15
7.6.16

7.7.15

任意代理

人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

16
7.6.25

7.7.3
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

17
7.6.30

7.7.15
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

18
7.7.2

7.7.7
本人 障害者支援課精神手帳の診断書全て 部分開示 78-1-2

19
7.7.11

7.7.27
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2
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№
受付日

決定日

請求者

の区分
担当課 請求された情報の件名又は内容 処理状況

適用

条項

審査

請求
備考

20
7.7.24

7.8.21

任意代理

人
介護保険課

被相続人○○○○の平成 26 年

以降になされた要介護認定・要

支援認定の調査にかかる、認定

調査票及び主治医意見書

部分開示 78-1-2

21
7.7.25

7.8.20
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

22
7.7.28

7.8.20

任意代理

人
介護保険課

○○○○○の令和 4年介護保険

の認定調査の調査内容、主治医

意見書

部分開示 78-1-2

23
7.8.1

7.8.22
本人

人権・男女共

同参画課

男女共同参画センターでの相談

記録・弁護士相談 R7.6 月・7

月分全て

部分開示 78-1-7

24
7.8.4

7.8.14
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 不存在

25
7.8.6

7.8.15
本人 市民課

住民票等交付申請書の写し

R2.1.1～R7.8.6
部分開示

78-1-2

78-1-3

26
7.8.7

7.8.14
本人 市民課

戸籍関係証明書等交付申請書

R7年 7 月 22 日交付
部分開示

78-1-2

78-1-3

27
7.8.13

7.8.15

任意代理

人
固定資産税課

○○○○○の平成 14 年度から

道路負担申請に伴う道路減点補

正申請書

開示

28
7.8.22

7.9.10

任意代理

人
介護保険課

○○○の要介護認定、主治医意

見書（認定年月日 R7.5.27 分）
開示

29 7.8.27
法定代理

人
市民課

○○○○の死亡届の記載事項が

記載された書面
取り下げ

30
7.8.28

7.9.2
本人 市民課

戸籍関係証明書等交付申請書の

写し R7.8.21
部分開示

78-1-2

78-1-3

31
7.8.29

7.9.10
本人 介護保険課

2024 年 5月に介護認定を受け

た時の資料
開示

32
7.9.3

7.9.9

任意代理

人
障害者支援課

○○○○の R7.5.17 申請分診断

書
部分開示

78-1-2

78-1-3

33
7.9.3

7.9.9

任意代理

人
障害者支援課

○○○○の R7.5.10 申請分診断

書
部分開示

78-1-2

78-1-3

34
7.9.3

7.9.11

法定代理

人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

35
7.9.5

7.9.18

任意代理

人
子ども家庭課

○○○○○が R7.8 月に保健セ

ンターで相談した内容
開示

36 7.9.5 本人
医療マネジメ

ント課
カルテ開示 取り下げ

37
7.9.8

7.9.30
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

38
7.9.8

7.9.30
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示
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№
受付日

決定日

請求者

の区分
担当課 請求された情報の件名又は内容 処理状況

適用

条項

審査

請求
備考

39
7.9.12

7.9.30
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

40
7.9.12

7.9.30
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 不存在

41
7.9.16

7.9.30
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

42
7.9.17

7.9.26

任意代理

人
介護保険課

○○○の R6.12 月に忠岡町

「○○○○○○」で起きた骨折

事故の届け出

不存在

43
7.9.24

7.10.7
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

44
7.10.1

7.10.3
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

45
7.10.3

7.10.15

法定代理

人
障害者支援課

○○○の身体障害者診断書・意

見書
開示

46
7.10.7

7.10.28
本人 介護保険課

要介護認定の申請時に提出した

主治医の意見書
開示

47
7.10.10

7.10.22
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

48
7.10.10

7.10.27
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示

部分開示

不存在
78-1-3

49
7.10.20

7.11.6
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

50
7.10.23

7.10.30
本人

広域事業者指

導課

R7.6 月に○○○○○・

○○○○が広域事業者指導課に

提出した上申書と私の氏名が載

った役員名簿

部分開示 78-1-2

51
7.10.27

7.11.20
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示

不開示

(78-1-2)

52
7.10.29

7.11.19
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

53
7.10.29

7.11.6
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

54
7.11.5

7.11.18

任意代理

人
介護保険課

○○○○の介護認定審査におけ

る資料一式
開示

55
7.11.19

7.12.8
本人

①介護保険課

②広域事業者

指導課

デイサービスセンター○○○を

利用できなくなった理由がわか

る書類

①部分開示

②不存在
78-1-2

56
7.11.26

7.12.3
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

57
7.11.27

7.11.28
本人 産業政策課

岸和田市中小企業等事業継続応

援金申請書類の写し
部分開示 78-1-3

58
7.11.27

7.12.8
本人 市民課

印鑑登録申請書と印鑑登録証明

書交付申請書の写し

開示

不存在
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№
受付日

決定日

請求者

の区分
担当課 請求された情報の件名又は内容 処理状況

適用

条項

審査

請求
備考

59
7.12.12

7.12.18
本人

総務管財課

農林水産課

下水道河川整

備課

R6.4.9 に情報公開請求した行

政文書不存在決定通知書の控え

（建設管理課分を除く）

開示

60
7.12.16

7.12.24
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

61
7.12.26

8.1.15

任意代理

人
介護保険課

○○○○○○岸和田入所の

○○○の 11 月 21 日の事故報告

書

開示

62
8.1.5

8.1.14
本人 市民課

住民票等交付申請書の写し

R7.12.17 日交付分
部分開示

78-1-2

78-1-3

63
8.1.6

8.1.15
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

64
8.1.6

8.2.4
本人

広域事業者指

導課

デイ利用停止になった時の広域

事業者指導課の相談記録
部分開示 78-1-2

65
8.1.7

8.1.29
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

66
8.1.8

8.1.14
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 不存在

67
8.1.13

8.1.29
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

68
8.1.13

8.1.14

任意代理

人
障害者支援課

○○○○○の身体障害者診断

書・意見書の写し
部分開示

78-1-2

78-1-3

69 8.1.21 本人 介護保険課 ○○○○の介護認定の経歴 取り下げ

70
8.1.21

8.1.29
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

71
8.1.27

8.2.3
本人 生活福祉課

2018 年 2月～2026 年 1 月の生

活保護費と医療費の明細書
開示

72
8.1.27

8.2.9
本人

①広報広聴課

②人権・男女

共同参画課

R7.9.25 の市の無料法律相談と

R7.10.9 に男女共同参画センタ

ーで受けた法律相談の記録

①開示

②部分開示
78-1-7

73
8.1.28

8.2.12
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

74
8.2.2

8.2.5
本人 固定資産税課未登記家屋所有者変更届 部分開示 78-1-2

75
8.2.2

8.2.24
本人 介護保険課

○○○○の初申請～死亡時の介

護認定に係る認定調査票、主治

医意見書、認定結果等

部分開示
78-1-2

78-1-6

76
8.2.3

8.2.19
本人 市民課

H21.10 月～R8.2.3 の戸籍謄

本・抄本、附票の写し謄本・抄

本

不存在

77
8.2.3

8.2.19
本人 市民課

H21.10 月～R8.2.3 の戸籍謄

本・抄本、附票の写し謄本・抄

本

不存在
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※ 適用条項について－法律第 78条（開示しないことができる個人情報）

（法第 78 条第 1項第 1号）

開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

（法第 78 条第 1項第 2号）

開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別すること

ができるもの）若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別

することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害する

おそれがあるもの。

№
受付日

決定日

請求者

の区分
担当課 請求された情報の件名又は内容 処理状況

適用

条項

審査

請求
備考

78
8.2.13

8.3.4
本人 市民課

戸籍関係証明書等交付申請書の

写し R8.1.28 分
部分開示

78-1-2

78-1-3

79
8.2.13

8.3.4
本人 市民課

R7.2.1～R8.2.13 の戸籍関係証

明書等交付申請書の写し
部分開示

78-1-2

78-1-3

80
8.2.16

8.2.27
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

81
8.2.19

8.3.13
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

82
8.2.19

8.3.5
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

83
8.2.26

8.3.19

任意代理

人
介護保険課

○○○○の介護認定審査会資料

の認定調査票及主治医意見書
部分開示 78-1-2

84
8.2.27

8.3.18

任意代理

人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示

78-1-2

78-1-3

85
8.3.2

8.3.10
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 開示

86
8.3.2

8.3.11

法定代理

人
固定資産税課

○○○の未登記家屋所有者変更

手続き時の書類
部分開示 78-1-2

87
8.3.6

8.3.27
本人

広域事業者指

導課

デイサービスセンター○○○の

スタッフが安全義務違反を常習

化していることがわかる書類

不存在

88
8.3.10

8.3.18
本人 障害者支援課

一番最初に障害者手帳を申請し

た時の診断書
部分開示 78-1-2

89
8.3.10

8.4.2
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示

78-1-2

78-1-3

90
8.3.12

8.4.10
本人 介護保険課 ○○○○の介護認定書類一式 部分開示 78-1-2

91
8.3.16

8.4.10
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示

78-1-2

78-1-3

92
8.3.18

8.3.27
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

93
8.3.23

8.3.27
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2

94
8.3.23

8.3.27
本人

医療マネジメ

ント課
カルテ開示 部分開示 78-1-2
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（法第 78 条第 1項第 3号）

法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く）に関

する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する次の情報であって、人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報に当た

らないもの

・開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがある情報（同号イ）

・行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等

又は個人における通例として開示しないこととされている情報その他の当該条件を付するこ

とが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報（同号ロ）

（法第 78 条第 1項第 4号）

行政機関の長が法第 82 条各項の規定による開示をする旨の決定又は開示をしない旨の決定

（以下「開示決定等」という。）をする場合において、開示することにより、国の安全が害され

るおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関

との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由があ

る情報

（法第 78 条第 1項第 5号）

行政機関の長又は地方公共団体の機関（都道府県の機関に限る。）が開示決定等をする場合に

おいて、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公

共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は当該地方公共団体

の機関が認めることにつき相当の理由がある情報

（法第 78 条第 1項第 6号）

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における

審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は

特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

（法第 78 条第 1項第 7号）

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関す

る情報であって、開示することにより、次のおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

・国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他

国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ（同号イ）

・犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ（同号ロ）

・監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把

握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難に

するおそれ（同号ハ）

・契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行

政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ（同号ニ）

・調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ（同号ホ）

・人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ（同号ヘ）

・独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、そ

の企業経営上の正当な利益を害するおそれ（同号ト）
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Ⅲ 情報公開・個人情報保護審査会

令和７年度 情報公開・個人情報保護審査会の開催状況及び審査の内容

回 数 開 催 日 審 査 の 内 容

第１回 令和７年 10 月 24 日

諮問第 7-1 号（※新規案件）

令和７年５月９日付け情報公開請求に対し、市が行っ

た部分公開決定に対する審査請求について

（秘書課）

第２回 令和８年１月 27 日

諮問第 7-1 号（※継続案件）

令和７年５月９日付け情報公開請求に対し、市が行っ

た部分公開決定に対する審査請求について

（秘書課）
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資 料 編



24

■情報公開・個人情報保護審査会

▼諮問第 7-1 号

令和７年５月９日付け情報公開請求に対し、市が行った部分公開決定に対する審査請求につい

て。

▼答申第 7-1号

実施機関が行った部分公開決定処分は妥当である。


